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埼玉県スポーツ少年団南部ブロック野球部会規約 

 

第一章  総   則 

（名 称）  

第 １条 本会は、埼玉県スポーツ少年団南部ブロック野球部会（以下『県南部ブロック』という。） 

と称する。 

 

（事務局） 

第 ２条 県南部ブロックの事務局は、委員長指定の場所に置く。 

 

第二章  目的および事業 

（目 的） 

第 ３条 県南部ブロックは、加盟市町指導者相互の連携強化と指導力の向上に努め且つ各団の育成 

少年の体位増強とスポーツ精神の高揚を図り、もってスポーツ少年団活動の発展に寄与す 

ることを目的とする。 

 

（事 業） 

第 ４条 県南部ブロックは前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １．野球大会及び講習会等の開催。 

     ２．指導者相互の親睦、交流に関すること。 

     ３．指導者及び審判員の養成と資質の向上。 

     ４．県本部、他スポーツ少年団との交流、連絡調整。 

     ５．その他、目的達成に必要な事業。  

 

第三章  組   織 

（組 織） 

第 ５条 １．県南部ブロックは、県南部地区、市、町の野球指導者協議会（野球部会）の代表者及び

それに準ずる者を以って組織する。 

     ２．次のように事務局を置く。(別紙に基づく) 

 

第四章  役   員 

（役 員） 

第 ６条 県南部ブロックに次の役員を置く。 

       委 員 長      １ 名 

       副委員長      若干名 

            常任委員      若干名 

       委  員      若干名 

              会計監事      ２ 名 

              顧  問      若干名 

       相 談 役      若干名 

（役員の選出） 

第 ７条 １．常任委員は、次の各号に該当するものとする。 
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       （１）各市、町の代表者。 

       （２）市、町より選出された常任委員が委員長に就任された場合は、同地区より 

          １名常任委員を推薦する。 

※副ブロック長・事務局長選出された場合も同地区より１名委員を推薦する。 

     ２．委員は、各市町の代表者が指名した者１名とする。（代表補佐） 

     ３．委員長、副委員長、会計監事は常任委員の互選により選出する。 

     ４．審判部長は常任委員兼任とし審判副部長１名を常任委員兼務とする。 

     ５．事務局員は、各市、町の代表者が推薦し、委員長が任命する。 

     ６．本会に顧問を置くことができる。 

（１） 顧問は、常任委員会において承認され委員長が委嘱する。 

（２） 顧問は、各種委員会に出席し、委員長の要請に応じて発言する事ができる。 

     ７．本会に相談役を置くことが出来る。 

      （１）相談役は常任委員会において承認され、委員長が委嘱する。 

      （２）相談役は委員長の要請に応じて運営委員会等に出席できる。 

 

（役員等の職務） 

第 ８条 １．委員長は、県南部ブロックを代表し、会務を総理する。 

     ２．副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代行する。 

     ３．常任委員、委員、事務局員は、会務の企画・立案の執行にあたる。 

     ４．会計監事は、会計・経理の監査をおこなう。 

     ５．事務局員は、委員会の議事を記録し、必要に応じて会務を補佐する。 

     ６．審判部長は、審判部を統括する。 

 

（役員の任期） 

第 ９条 １．委員長の任期は２年とする。但し、再任は３期６年を限度とする。 

２．役員の任期は、２年とする。但し、再任は妨げない。 

     ３．補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

     ４．役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでその職務をおこなう。 

 

（役員の解任） 

第１０条 １．役員が出身市町の代表、又は代表代理の任を解かれた時。 

     ２．役員として、ふさわしくない言動、行為のあった場合は、委員会の議決を経て 

       解任する事ができる。 

 

第五章  会   議 

（会 議） 

第１１条 １．県南部ブロックの会議は、常任委員・委員をもって構成され委員長が議長となる。 

     ２．会議は、通常委員会・常任委員会・特別委員会とし、委員長が召集しその議長と 

       なる。 

     ３．委員会は、次の事項を議決する。 

（１） 毎年度の事業計画及び予算等に関する件。 

（２） 毎年度の事業報告及び決算等に関する件。 

（３） 役員の選出。（三役） 
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（４） 規約等の改廃。 

（５） 指導者の表彰に関する件。 

（６） 役員解任。 

（７） その他。県南部ブロックの業務に関する重要事項。 

 

（議 決） 

第１２条 会議の議決事項は、常任委員及び委員の出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長 

     がこれを決する。 

  

 

 

第六章 運営費及び会計 

（運営費） 

第１３条 県南部ブロックの運営費は、次に掲げるものとする。 

     １．会     費 

     ２．寄  付  金 

３．補助金、助成金 

     ４．その他の収入 

 

（会計担当） 

第１４条 会計担当は、常任委員会より委員長が推薦し常任委員会で、承認された者が当たる。 

 

（会計年度） 

第１５条 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日で終わる。 

 

（会 費） 

第１６条 会  費 

（１） 各市町は、所属する団数に関係なく、年間一律１０,０００円を分担金として納入する。 

（２） 各市町は、県南部ブロック大会出場チーム数に１２，０００円を乗じた金額を納入す

る。 

※年度登録団数表による。 

（収支決算） 

第１７条 収支決算書については、会計監事の監査を受け委員会の承認を得なければならない。  

 

第七章 規約の変更 

第１８条 本規約は、常任委員及び委員の３分の２以上の同意を得なければ、これを変更出来ない。 

 

第八章  表   彰 

（表 彰） 

第１９条 県南部ブロックの役員及び指導者で、特に本会の発展に功績があると、常任委員会で認め 

た者は表彰することが出来る。 

 

第九章   旅費規程 
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（旅費、交通費） 

第２０条 委員長及び委員長指名の役員 

        県内出張の場合の交通費は、２,０００円。 

        県外出張の場合の交通費は、４,０００円。 

        宿泊出張の場合は交通費共、実費支給とする。 

 

第十章  補   則 

第２１条 １．県南部ブロックの細則についての必要事項は、委員会で別に定める。 

     ２．県南部ブロックに次の細則を設ける。 

（１） 大会運営細則。 

（２） 選手細則。 

（３） 部会細則。 

Ⅰ スポ少主催大会外の大会(以下他大会と呼ぶ)の関連について 

① 他大会と重複しないこと(予備日含む)。 

② やむを得ず重複した時は市町代表者を通して部会(所謂三役会議)の承認を

得る。 

③ ②の場合は所謂ﾚｷﾞｭﾗｰを部会大会に出場させる。 

④ 上記に違反して他大会に出場した時は、常任委員会で協議して、罰則を 

与える事もある。 

（４） 審判部規定。 

（５） 慶弔金規定。 

・ 役員本人死亡、又は３週間以上の入院加療を要する場合は、 

    弔慰金    １０,０００円 

    見舞金     ５,０００円 

（６） お祝い金。 

・ 南部ブロックを代表して関東大会及び全国大会に出場するチームに対して、お 

祝い金を次の通り支給する。 

① 関東大会    ２０，０００円                                                             

② 全国大会    ５０，０００円 

（７） 合同チーム参加資格。 

・ 9 名以下の単位団で合同し登録は 20 名以下とする。 

ブロック長が認めるチームで、年間での行事を共にする。 

附   則   

       本規約は、昭和６１年１１月２０日より施行する。 

       本規約は、昭和６３年 ４月１６日に一部改訂する。 

       本規約は、平成 ３年 ４月１３日に一部改訂する。 

       本規約は、平成１２年 ３月２５日に一部改訂する。 

本規約は、平成１４年 ３月２３日に一部改訂する。 

本規約は、平成１８年 ３月２５日に一部改訂する。 

本規約は、平成２０年 ３月１５日に一部改訂する。 

本規約は、平成２７年 ３月２１日に一部改訂する。 

本規約は、平成３１年  ３月１７日に一部改訂する。 

       本規約は、令和 ４年 ３月１２日に一部改訂する。 


